
家庭科における消費者研究校報告書 

自ら考えて積極的に行動できる消費者市民を目指して（第１学年 家庭基礎 ２単位） 

愛知県立加茂丘高等学校 安達 容子 

１ はじめに 

  本校は、三河山間部に位置する１学年３クラスの小規模校である。平成 26・27 年度、文部科学省指

定「問題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業」の研究校となり、授業改革が図られた。本年

度は、生徒の自己有用感を育むため「ロジカル・シンキングを意識したアクティブ・ラーニング型授業

モデルの開発」「コミュニティスクールの趣旨を生かした地域連携の推進」を主眼とする教育活動を行

っている。平成 29年９月、第 32 回時事通信社「教育奨励賞」において、「主体的・対話的で深い学び

（アクティブ・ラーニング）」の授業革新が評価され、優良賞を受賞した。 

  本校家庭科は、1年生で「家庭基礎」を２単位履修し、その内容の一つに消費生活に関わる分野を学

ぶ。近年、消費者を取り巻く環境は、高齢化の進展、高度情報通信社会の進展、グローバル化の進展な

どの変化に伴い、消費者問題や消費者被害の内容等も変化している。平成 34 年(2022 年)４月１日から

成年年齢が 18歳に引き下げられることから、若年者における消費者被害の拡大が懸念されている。 

消費者教育では、消費者自身が消費生活に関する知識を習得し、その知識に基づいて日常生活で適切

な行動ができる実践的な能力を育むことが求められている。そこで、消費者市民として、正しい知識を

身につけ、自ら考えて積極的に行動できるように、「主体的・対話的で深い学び」を重視した授業を実

践した。その活動と成果を報告する。 

２ 研究目的 

・消費者教育教材や外部講師を活用し、「主体的・対話的で深い学び」を重視した授業展開を図る。 

・消費者市民としての自覚をもち、自ら考えて積極的に行動する力を身に付ける。 

３ 研究内容 

（1）授業計画 

ア 生徒の実態調査 

イ 「経済生活を営む」全９時間 

※上記以外の分野（衣食住等の分野）においても、消費生活に関する授業を実施するものとする。 

ウ 総合的な学習の時間を活用した啓発活動 

 （2）生徒の実態調査 

   「平成 28年度高校生の消費生活と生活設計に関するアンケート調査報告書（公財消費者教育支援

センター、生命保険文化センター）」を参考に、事前調査を行った。「インターネットで購入したこと

があるか」の質問には、「よく買う」20％（全国 10％）、「ときどき買う」50％（全国 24％）と高く、

多くの生徒が、洋服や靴、雑貨、アプリのダウンロード、DVD･CD、ゲームソフト等を購入していた。

「商品に問題があった場合、企業等に連絡するか」の質問には、「とてもあてはまる」16％（全国 11％）、

「ややあてはまる」36％（全国 21％）と、約５割の生徒が連絡すると答えた。実際には、消費生活

センターやお客様相談センター等へ電話した経験者は１人もいなかった。契約の知識を問う問題で

は、約８割の生徒が「契約には契約書が必要である」「契約は口約束では成立しない」「ネット購入は

クーリングオフできる」と答え、誤った認識があった。 

(3) 「経済生活を営む」全９時間 

ア 消費者教育教材の活用 

生徒の実態に合わせ、主体的・対話的な授業実践ができるワークシートを作成した。参考資料は、



「あいち暮らしっく（愛知県県民生活課）」「社会への扉（消費

者庁）」「あなたが消費者トラブルにあったら（消費者庁）」

「消費者センスを身につけよう（消費者庁）」「消費者市民社

会の話（ＮＡＣＳ）」「マークでカルテット（消費者支援教育

センター）」「ＤＶＤエシカルコンシューマーを目指して（教

育図書）」である。最後に、模擬体験の授業プリントを含む

ワークシート８枚を冊子にした。 

イ 外部講師の活用（写真１） 

県民生活課と連携し、消費生活相談員（以下「相談員」） 

を活用した模擬体験を実施した。消費者トラブルに遭った 

と想定して実際に相談員に相談し、その後に相談員より事 

例のポイントやその対処方法、最新の手口、あいち暮らし 

ＷＥＢ活用法等を学ぶ授業である。生徒の実態に合わせ、 

模擬体験の事例を「ネット通販によるトラブル」と「スマ 

ホの発火による火傷」とした。 

生徒全員が参加できるように、事前に事例のシナリオ作

成や相談員への質問を各班で考えさせた （ワークシート

１）。シナリオ作成では、ナレーションの言葉を考えさせ、

その被害状況の詳細や相談員に何を相談したいかを記入

させた。また、当日の役割（ナレーション役、相談役、質

問者、感想発表者）を決めさせ、ルーブリック(評価基準)

を提示した（ワークシート２）。相談役と同じ立場で考えら

れるように当日の座席をコの字型にし、中央生徒側に相談

役（生徒）を、その対面に相談員を配置した。 

ワークシート１
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［模擬体験授業の感想］ 

相談員さんは聞き取りがとても丁寧で、しっかりアドバイスをくださるので、安心して相談できる

と思った。ネットで購入する時は住所や氏名、返品規約などをしっかりと調べ、安心・安全な買い物

をしたい。もし、被害に遭ってしまったら「１８８」に電話し、しっかり相談したい。

（4） 「総合的な学習の時間」を活用した啓発活動 

「総合的な学習の時間」の加茂丘フォーラム（学習成

果発表会）に参加し、全校生徒と教員対象に啓発活動を

行った（写真２）。発表内容を「エシカルコンシューマー」

「人・社会・環境に配慮したマーク」「契約」「消費者信

用」「消費者市民社会」の５つに分類し、各グループに振

り分けた。各グループで発表原稿とプレゼン資料を作成

し、グループの代表者がクイズ形式を取り入れた参加型

発表会を行った。また、視聴生徒にワークシートを配布

しまとめさせた（ワークシート３）。ワークシートには、 

聞いた情報をその場でまとめる欄と、発表後にまとめる

欄を設け、後者はネット通販によるトラブルについての

未然の防止対策と遭遇時の対処方法を答えさせた。

発表用の資料や校内用掲示物として、啓発ポスターを

製作させた（資料１）。まず、ポスターのテーマ「消費者

ホットライン」「消費者トラブル」「消費者市民社会」を

各クラスに振り分け、ワークシートを活用し、各班でポ
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スターのメッセージとイラストを考えさせた。次にポスターを作らせ、ポスター選手権を行った。

また、ルーブリックを用い、自分の意見を伝え積極的に活動に参加できたか［関心・意欲・態度］、

活動を通して学んだ事を自分の言葉でまとめることができたか［思考・判断・表現］、他者評価（投

票数）による作品の出来映え［技能］等評価し、フィードバックを行った（ワークシート４）。 

   ［発表生徒の感想］ 

    発表内容や発表原稿を自分たちで企画することで、今まで勉強してきたことを再確認すること 

ができ、以前よりも理解することができたのでよかったです。安心・安全な暮らしができるように 

消費者市民として行動していきたいです。 

［視聴生徒３年生の感想］ 

    エシカルコンシューマーやフェアトレード、契約、お金について学びました。社会へ出たら契約

することが増え、トラブルに巻き込まれることが増えると思います。その時は、泣き寝入りするの

ではなく、企業に問い合わせ、１８８に電話したいと思いました。また、トラブルに合わないよう

に気をつけることも大事だと思いました。 

５ 成果 

  活動の振り返りとして、消費者力検定と事後調査を実施した。消費者力検定は、正誤問題や択一問

題、記述式問題形式で25問を出題した。以前は消費者ホットラインの番号を誰も答えられなかったが、

生徒全員が「１８８」と答えることができた。また、８割の生徒が購入した商品が届かなかった場合の

行動手順を正しく説明することができ、20 問以上正解することができた。消費者市民としての正しい

知識や適切な行動を理解していることが確認でき

た。 

 事後調査では、事前調査と比べ、フェアトレード

商品や地元の農産物を積極的に取り入れようとす

る気持ちや消費者トラブルに遭遇した場合、自ら行

動しようとする気持ちが芽生えたことを確認でき

た（表１）。 

６ おわりに 

消費者教育教材や外部講師を活用する「主体的・対話的で深い学び」を重視した授業展開は、効率的・

効果的な実践につながった。また、生徒主体の啓発活動は、知識・技能の定着を深めるだけではなく、

消費者市民としての自覚をさらに促すことにもつながった。今後も継続し、消費者教育の指導力向上の

ために研鑽を積み、充実を図りたい。 

本研究の実施にあたり、ご支援・ご協力いただいた愛知県県民生活部県民生活課、消費生活相談員の

方々に深く感謝申し上げる。 
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